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路網整備の促進

農林水産省の「森林・林業再生プラン推進本部」の下に路網・作業システム検討委員会が設置され、森

林整備や木材生産の効率化に必要となる路網・作業システムを確立するための具体的な対策が検討されま

した。その中で路網を構成する道の再整理が行われ、路網を「車道」と、主として林業用の機械が走行す

る「森林作業道」に区分し、さらに「車道」を一般の車両の走行を予定して開設する「林道」と森林施業

専用の車両の走行を予定して開設する「林業専用道」に区分することとされました。

今後の路網の整備については、「林道専用道」及び「森林作業道」による整備を積極的に推進します。

●路網の区分

・林道･･････････原則として不特定多数の人が利用する恒久的公共施設であり、森林整備や木材生産を

進める上での幹線となるもの。

・林業専用道････主として特定の者が森林施業のために利用する恒久的公共施設であり、幹線となる林

道を補完し、森林作業道と組み合わせて、森林施業の用に供する道をいい、普通自動車（１０トン

積程度のトラック）や林業用車両（大型ホイールタイプフォワーダ等）の輸送能力に応じた必要最

小限の規格・構造を持つことにより、森林作業道の機能を木材輸送の観点から強化・補完するもの。

・森林作業道････特定の者が森林施業のために利用するものであり、主として林業機械の走行を予定す

るもの。

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 森林整備課

担当：松本、木村
TEL 050-3160-6775
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歴史を未来へつなぐ森林づくり

１ 世界文化遺産貢献の森林
も り

当局管内には、全国の国宝を含む重要文化財の木造建造物の半数以上が所在するとと

もに、世界文化遺産に登録されている８件の「木造文化財建築物群」のうち６件が所在

します。

これらの重要な歴史的木造建造物の維持、継承に資する観点から、世界文化遺産の周

辺に所在する国有林を「世界文化遺産貢献の森林」に設定し、森林と文化財とのかかわ

り等を普及する象徴的・総合的な拠点として、

①木造文化財等の修復に必要な檜皮や木材などの資材の供給
ひ わ だ

②木造文化財等と一体となった景観の保全

③ 原皮師の養成等のためのフィールドの提供
も と か わ し

※

④木造文化財等と森林のかかわりを学習する場としての活用

などに取り組んでいます。 ※原皮師：檜皮葺の材料となる檜皮を採取する人
ひわだぶき

● 設定箇所及び面積

(1) 京都市内の国有林(平成13年8月設定)
嵐山、銀閣寺山、高台寺山国有林等 713ha

(2) 宮島の国有林(平成13年8月設定)
宮島国有林全域 2,394ha

(3) 奈良盆地周辺の国有林(平成13年12月設定) 4,778ha
地獄谷、野山国有林等 325ha

(4) 紀伊山地の霊場と参詣道周辺の国有林(平成18年3月設定)
さんけいみち

七里御浜、白谷山、御手洗国有林等 1,346ha

２ 景観保全のための嵐山国有林での取組

嵐山国有林は、ヤマザクラとモミジの名所と

してその名を全国に知られています。

これまで、地元関係者との連携によりヤマザ

クラの植栽などの取り組みを行ってきましたが、

必ずしも良好な結果となっていませんでした。

また、シカの増加により嵐山国有林を取り巻く

環境は大きく変化しつつあります。このため、

平成 21 年度に京都大阪森林管理事務所と地元関

係者、専門家により５回の会合を重ね「嵐山国

有林の今後の取扱方針」をとりまとめました。

平成 22 年度は、この方針に基づき２回の意見交換会を開催しました。また、植生の

変化やシカの増加などにより危機的状況にある嵐山国有林について、市民の方々の理解

や保全に対する意欲を高める取り組みを行う必要があるとの意見を踏まえ、市民参加に

よる現地見学会を４回実施しました。

今後も地元関係者や専門家との意見交換を継続して開催しながら、市民の理解と協力

を得つつ嵐山国有林の適切な管理・保全に取り組みます。

問い合わせ先

近畿中国森林管理局 計画課

担当：山口、倉石

TEL 050-3160-6739

【市民参加による現地見学会】



- 16 -

歴史を未来へつなぐ森林づくり

～檜 皮 採 取 対 象 林～
ひ わ だ

国宝・重要文化財等の伝統的建築物を後世に守り伝えていくためには定期的な修復が
必要ですが、修復資材である檜皮や修復に携わる技術者・技能者が不足しており、文化
財等の維持に支障をきたしています。

不足している檜皮の量的確保及び安定供給に資するため、平成 13 年 12 月に「檜皮採
取対象林」を設定（９府県に約２６０ ha）し、檜皮の供給を行っています。

平成１４年度から供給を始め、平成２２度までに
京都御所など１府 11 県、32 の社寺仏閣などに
69,174 ㎏の檜皮を修復用資材として供給しています。

平成２３年度は、７９ ha の対象箇所から檜皮の供
給に努めます。

対象箇所
署等名 市町村名 国有林名
滋 賀 野洲市 三上山
和歌山 新宮市 権現山
兵 庫 姫路市 西通山
広 島 三原市 仏通寺山・八坂山
山 口 岩国市 城山

～文 化 財 継 承 林～

国宝・重要文化財等の歴史的木造建造物を後世
に守り伝えていくためには定期的な修復が必要で
すが、修復材のケヤキ、クスノキ等が不足してき
ています。

このため、将来の修復用材の確保・供給を目的
として、国有林内に現存するケヤキ、クスノキ、
クリの森林のうち大径材育成が見込める箇所を対
象に、平成17年3月、「文化財継承林」を設定し
ました。

今後、歴史的木造建造物の修復に必要なケヤキ、
クスノキ等について必要に応じて「文化財継承林」
から供給することとしています。

設 定 樹種別面積（ha）
府県数 ケヤキ クスノキ クリ 計

11 92.87 6.84 2.00 101.71

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 計画課

担当：山口、倉石
TEL 050-3160-6733

【ケヤキ：轆轤師山国有林 宍粟市】

【檜皮の採取状況】
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准フォレスター等の人材育成

「森林・林業再生プラン」推進のために、平成２３年度から新たに、市町村森林整備計画

の策定等の支援業務を行う「フォレスター制度」が創設されました。フォレスターの育成には

一定の期間を要するため、本格的に動き出すまでの間、都道府県職員や国の職員等のう

ち、森林計画制度や森林施業に関する研修（「准フォレスター研修」）を受けた者が計画策

定等の支援業務を行うこととなり、この研修の実施には国有林のフィールドと技術力を活用

することとなりました。当局においては、森林技術センター（岡山県新見市）において、国有

林職員・府県等職員を対象とした「准フォレスター研修」を実施します。

さらに、森林技術センターにおいては、一般の土木技術・技能を有する者を対象に、設計

書に基づき現場で微調整を行いながら林業専用道を作設することができるような設計者・監

督者を養成するための「林業専用道技術者研修」も実施します。

【准フォレスター研修イメージ】 【林道専用道技術者研修イメージ】

問い合わせ先

近畿中国森林管理局

指導普及課

担当：才本

TEL 050-3160-6751
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低コスト造林の推進

木材価格の低迷などにより、森林の伐採跡地に植栽されず、放置されたままの林地が増
加していることから、低コスト造林技術の開発、普及が課題となっています。

このような状況の中で、当局においては、低コスト造林の効果が期待できるセラミック
苗やコンテナ苗による植栽を岡山森林管理署、山口森林管理事務所において実施します。

その際、民有林の先導的役割を果たすため、府県、市町村、事業体等を対象として、現
地検討会を開催し、低コスト造林の普及を図ります。

● セラミック苗は、次のような特徴があります
・植え付け作業が簡単で、１日当たりの植栽本数が多い
・軽く取り扱いがよい
・植栽時期を選ばない
・誰でも簡単に植えられる

● コンテナ苗は次のような特徴があります。
・植え付け作業が簡単で、１日当たりの植栽本数が多い
・誰でも簡単に植えられる
・成長がよい
・植栽時期を選ばない

【コンテナ苗の植栽の状況】

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 森林整備課

担当：松本、木村
TEL 050-3160-6775

【コンテナ苗】

【セラミック苗の植栽の状況】 【セラミック苗】
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搬出間伐促進のための林業技術開発
～活きた搬出間伐促進マニュアルの作成について～

１ 目的

地域の搬出間伐率を倍増するため、定性間伐と列状間伐を組み合わせた施業方法を

確立し、民有林・国有林とも活用できる、搬出間伐マニュアル作成に取り組みます。

２ 現状と課題

「森林・林業再生に向けた改革の姿」におい

て、10年後には国産材自給率を50%以上の目標

を達成するために、集約化施業による搬出間伐

の積極的な推進が求められています。

こうした中で、低コストで安全性が高く搬出

にも有利な間伐方法として国有林では列状間伐

が積極的に導入されていますが、民有林では列

状間伐では劣勢木が残るなどの理由から一部の

導入にとどまっています。

民有林と国有林が連携を図りつつ積極的に森

林整備に取り組み、高密度路網、高性能林業機械を効率的に活用した搬出間伐の促進

を通じて持続的な林業経営を実現していくためには、定性間伐と列状間伐の組み合わ

せによる施業方法の明確化や将来の林分状況予測により、民有林、国有林ともに活用

し得る、より効率的・効果的な施業体系の確立が必要です。

３ 開発方法

定性間伐と列状間伐を組み合わせた施業を現地において実行し、功程・コストや間

伐材の利用率を調査し比較・分析することにより活きた搬出間伐促進マニュアルを作

成し、効率的・効果的な間伐の施業体系を確立します。

過去に列状間伐を実施した林分を積極的に活用することにより、１回目の間伐にお

ける定性間伐と列状間伐の組み合わせのみならず、２回目・３回目の間伐に際しての

間伐方法の選択、組み合わせなど多様な施業方法を検証します。

４ 実施期間

平成23年度～平成25年度

５ 実施主体

森林技術センター（森林総合研究所関西支所との共同研究）

問い合わせ先

近畿中国森林管理局

指導普及課

担当：才本

TEL 050-3160-6751
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地域の安全・安心の確保に向けた治山対策の推進

近年、局地的な豪雨が頻発しているほか、地震による大規模な山地災害が発生しています。
このため、地域と連携した減災対策など「犠牲者ゼロ」に向けた効果的・効率的な治山対策を推

進し地域の安全・安心の確保を図ります。

〇民有林・地域と連携
・治山施設の設置等とあわせ地域住民の山地災害に対する知識を高めるなどにより、効果的な
治山対策の展開を推進します。

・治山事業連絡調整会議を開催し、各府県との連携を強化し、特定流域総合治山事業の実施等
により、流域単位に効果的な治山対策を推進します。

（特定流域総合治山事業地全景・白線内は国有林） （地域住民への事業説明と意見交換）

平成２１年４月、兵庫県加古川市北部の権現ダム隣接地で森林火災により、民有林 49ha
・国有林 5ha が焼失しました。このため、２２年度から兵庫県と連携し植栽と併せて土砂の流
出防止対策等を実施する「特定流域総合治山事業」に取り組んでいます。

〇間伐材等の利用の推進
事業の実施に当たっては、土木構造物の資材や型枠等に積極的に間伐材を活用します。

間伐材は、コンクリートに比べ生産過程における二酸化炭素の排出量が少なく、材自体にも炭
素を貯蔵することから、環境負荷の軽減などの効果が期待できます。
また、現地発生材を使用した工法にも取り組みます。

（景観を配慮しダム工に間伐材を利用しています。） （苗木を海風・潮風から守るため間伐材を使用しています）

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 治山課

担当 ： 開藤、 橋本
TEL 050-3160--6756
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大台ケ原地域(大杉谷国有林)における
ニホンジカによる森林被害対策

１．趣旨

三重県と奈良県の県境に位置する大台ケ原一帯では昭和30年代の大型台風の影響

で、亜高山性針葉樹林（トウヒ・ウラジロモミ等）で大量の木が倒れたため、林内に

多量の光が入り込み急速にミヤコザザが増加しました。また、ニホンジカの好適環境

が出現することでニホンジカが増加し、その他の複合的な要因とあわせ森林の衰退が

進んでいます。

このため、関係行政機関、ＮＰＯ等と連携して実証試験を行い、「大杉谷国有林に

おけるニホンジカによる森林被害対策指針」を作成するとともに、ニホンジカによる

森林被害地における森林の再生及び保全のためのモデル事業を実施します。

２．実施内容

(1) ｢大杉谷国有林におけるニホンジカに

よる森林被害対策指針検討ワーキングチ

ーム｣ 会合の開催（以下の事業等に関する

総合的な検証・検討）

(2)共同試験地の調査等

(3) 森林の再生及び保全のためのモデル事

業の実施（樹皮剥ぎ、稚幼樹の食害を防

止するための樹木への金網巻き、パッチ

ディフェンス(防鹿柵)の設置等）

(4) 森林環境教育プログラムの検討

(5) 普及啓発の実施

(6) 大杉谷国有林におけるニホンジカの生息状況及び森林被害の現況把握調査

・ ラインセンサス調査

・ 糞塊密度調査

・ センサーカメラ調査

・ ニホンジカによる森林植生衰退状況調査

・ 固定プロット森林影響調査

・ その他（雨量、気温等微気象の観測など）

３．事業実施主体等

(1) 主 体：箕面森林環境保全ふれあいセンター、三重森林管理署

(2) 連携先：環境省、三重県、奈良県、大台町、紀北町、上北山村、川上村、(独)森

林総合研究所林木育種センター関西育種場、宮川流域ルネッサンス協議会、

NPO森林再生支援センター、NPO大杉谷自然学校

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 指導普及課
担当：廣友
TEL ： 050-3160-6729

【大杉谷国有林(正木ｹ原付近)のシカの様子】
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野生鳥獣との共生を目指した森林づくり
（「東中国山地緑の回廊」の適切な管理）

孤立・分散している保護林同士を連結し、野生動植物の生息・生育地の拡大と相

互交流を可能とし、より効果的に森林生態系の保護・保全を図ることを目的に設定

している「白山山系」「越美山地」「東中国山地」の各「緑の回廊」については、

モニタリングなどを通して、適切な管理に努めます。

また、「緑の回廊」の普及啓発と地域間連携を深めるために、「東中国山地緑の

回廊」内の鳥取県若桜町において、ワークショップを開催します。

このワークショップでは、地元住民や関係機関とともに、現地視察、意見交換等

を行い、森林・林業と野生動植物との共生を目指した森づくりについての方向性を

検討します。

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 指導普及課

担当：中島
TEL ： 050-3160-6785

【22年度のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(鳥取県智頭町)】

【東中国山地緑の回廊】
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森林保護員（グリーン・サポート・スタッフ）による巡視等の実施

１ 事業の趣旨

地球温暖化防止対策については、京都議定書の発効を踏まえ、「京都議定書目標達成

計画」が定められました。

このような中、従来から巡視等の実施を通じて保安林等の適切な保全・管理を推進し

てきましたが、近年、自然性の高い天然生林において、来訪者の増加や登山利用の集中

化・大衆化等に伴い、人為による植生荒廃や森林機能の低下が見られるようになってき

ています。

このような状況を踏まえ、二酸化炭素の吸収源として参入される天然生林の確保に資

するよう、非常勤職員である森林保護員（愛称「グリーン・サポート・スタッフ」）を

雇用してきめ細かな保全管理対策を実施し、人為による植生荒廃等の防止に努めます。

２ 事業の内容

(1) 森林保護員の雇用によるきめ細かな保全管理活動

来訪者の増加や登山利用の集中化等に伴う植生荒廃等を防止するため、森林保護員

を雇用し、巡視等を行います。

なお、入込み等の実態に応じ、森林官等による巡視を補う効果的なものとなるよう、

登山利用の最盛期や休日等に重点をおいて実施します。

(2) 来訪者等への指導・啓発

看板の設置やチラシの配布等により入込利用者

への指導・啓発活動を実施します。

(3) 実施箇所、実施時期

世界遺産周辺や百名山及び大都市周辺地域に

おいて実施します。（具体的には下表のとおり）

[箕面国有林での活動状況]

署 等 国 有 林 実 施 時 期

石 川 蛇谷、大汝、釈迦ヶ岳ほか ７月から１０月

福 井 経ヶ岳、平泉寺、赤兎山、荒島ほか ５月から１１月

三 重 大杉谷 ５月から１１月

京都大阪 嵐山、東山、高台寺山、箕面ほか ５月から ３月

奈 良 鳴川山、伯母谷ほか ５月から１２月

和歌山 高野山、那智山、権現山、御手洗 ４月から ３月

鳥 取 大山 ４月から１１月

問い合わせ先

近畿中国森林管理局

国有林野管理課

担当：企画係

TEL 050-3160-6792
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「箕面体験学習の森」における

「オオクワガタの棲める森づくり」等の取組
す

１．趣 旨

大阪府の北部に近接する箕面国有林を含む北摂地域は、かつて台場クヌギを

仕立てて菊炭を生産するなど、活発な里山の利用が行われていましたが、現在

では、スギ、ヒノキの人工林が大半を占めています。

このため、積極的な広葉樹の育成や伐採等による木材利用及び菊炭づくり体

験等、子どもたちを対象とした森林環境教育のフィールドとして活用しつつ、

多様性豊かな里山の再生と生物多様性の向上に資するため、「エキスポ’９０

みのお記念の森」を含む約２６haを

目的に応じゾーン分けし、「箕面体

験学習の森」の整備を進めています。

特に、「箕面体験学習の森」の中

心にある展望台周辺において、箕面

市内の小学生、幼稚園児、ボランテ

ィア等、住民参加のもと、スギ、ヒ

ノキの人工林からクヌギ、コナラな

どの落葉広葉樹林への転換を図るこ

とで、かつての森を再生する「オオ

クワガタの棲める森づくり」に取り
す

組んでいます。 【22年の植樹の風景】

２．事業内容

(1)「箕面体験学習の森」整備事業(Ⅱ)検討委員会の開催

有識者、関係行政機関、教育関係者、地域住民、ボランティア団体からな

る検討委員会を設置し、当事業の実施内容の検討・検証

(2)「オオクワガタの棲める森づくり」の実施
す

・小学校、幼稚園、ボランティア団体、地域住民等、市民参加によるクヌギ、

コナラなどの苗木育成及び植樹や下刈りなど保育作業の実施

・昆虫等の生息環境の整備

(3) 森林づくり活動により生産された木質資源の活用及び森林環境教育支援活

動等の実施

３．事業実施主体等

(1) 主体

箕面森林環境保全ふれあいセンター、京都大阪森林管理事務所

(2) 連携相手方

大阪府、箕面市教育委員会

明治の森箕面自然休養林管理運営協議会

問い合わせ先

近畿中国森林管理局 指導普及課

担当：廣友

TEL ： 050-3160-6729
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水都おおさか森林の市２０１１の開催について
も り

１ 事業の趣旨
森林は、今や地球環境を守るためには無くてはならない存在です。これまでも、林

産物の供給、市民の憩いの場、国土の保全、水源のかん養、持続可能なエネルギーの
供給源、地球温暖化防止などの面からも、重要な役割を担って来ているところですが、
益々その重要性は万民の知るところとなっています。

森林を守り育てる作業は、森林・林業に携わる人々だけでなく、大人も子どもも多
くの人々の理解と連携・協力が必要となっています。

「水都」と呼ばれてきた大阪の「水源」は森林です。「国際森林年」の今年、大昔
から人々の営みを原点で支えて来た森林に目を向けていただき、多くの人々の理解が
深まり、行動につながることをめざして「森林の市」を開催します。

この「森林の市」は大阪の水の発祥地、天満・桜ノ宮地域をはじめ、森林・林業・
河川、木材産業あるいは森林環境教育にかかわりのある人々が主体的に参画・協力し
て企画し、実施します。

２ 事業の内容
(1) 開 催 期 間 平成２３年１０月８日（土）・９日（日）（予定）
(2) 開 催 場 所 大阪市北区天満橋１丁目８番 近畿中国森林管理局庁舎及び

周辺地域（毛馬桜之宮公園の一部を含む）
(3) 主 催 水都おおさか森林の市2011実行委員会（国や地方の行政機関、

企業、木材関連団体、住民団体、森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体、NPO法人等
で構成）

(4) 後援・協力 国、地方行政機関、民間企業・法人、木材関連団体、地域住
民団体、森林ボランティア団体、ＮＰＯ法人、報道機関等

(5) 主 な 催 し 行政機関、地域団体、森林・林業に関わる団体、木材産業等
の民間企業、森林ボランティア団体、ＮＰＯ法人、森林インス
トラクター会等の主体的な出展・出演によるイベントを開催す
ることとし、６月中旬を目途に企画内容を公表予定。

【 ｢水都おおさか森林の市2010｣の企画例 】

問い合わせ先

近畿中国森林管理局 指導普及課

担当：中野

TEL：050-3160-6753
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森林ボランティア活動の支援
（協定締結による国民参加の森林づくり）

１．趣旨

近年、企業の社会的責任（CSR)活動等国民参加の森林づくり活動が増加する中で、広範

な区域について長期間の協定締結が希望されるなど国民参加の森林づくりのニーズも多様

化・高度化しています。

このため、新たなニーズに対応し、手続きの透明性をより高め、森林ボランティアによる

多様な森林整備や保全活動の要請に対応した国民参加の森林づくりの活動の支援に取り

組んでいます。

２． 森林づくりの活動

協定締結による国民参加の森林づくりは、以下の

（１）～（６）の森林ボランティア活動について国有林

野のフィールドの提供を行います。

（１）ふれあいの森

自主的な森林整備活動を目的とした植栽、保

育、森林保護等の森林整備及びこれらの活動と

一体となって実施する森林・林業に関する理解の

増進に資する活動。 【ふれあいの森（鳥取署）】

（２）社会貢献の森

企業の社会的責任（ＣＳＲ）活動等を目的とした

植栽、保育等の森林整備を自ら又は事業者に委

託して行う活動。

（３）木の文化を支える森

木の文化の継承を目的とした修理及び修復に

大径長尺材等の樹材種を必要とする歴史的な木

造建造物、特定の樹材種に依存している工芸品

及び祭礼行事等の資材を確保するための森林整

備・保全活動。 【遊々の森(奈良所）】

（４）遊々の森

森林環境教育の推進を目的とした森林教室、自然観察、体験林業等の体験活動。

（５）多様な活動の森

森林の保全を目的とした美化活動、自然観察、森林パトロール等であって（１）から（４）

までに分類できない活動。

（６）モデルプロジェクトの森

それぞれの地域や森林の特色を活かした効果的な森林管理の実施を目的とした、地

域住民や関係者との合意形成を図りながら、団体と森林管理署等が協働・連携して行う

森林の整備・保全活動。

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 指導普及課
担当：大井
TEL ： 050-3160-6753



- 27 -

グループ対抗里山デジカメ選手権

１ 趣 旨

里山の再生・整備活動の促進やそれを通じた森林環境教育の推進に資するた

め「グループ対抗里山デジカメ選手権」を実施します。

本選手権は、学校、森林ボランティ

ア団体、企業、家族などがグループ共

同作業によって創作したデジタル写真

作品を広く募集し、優れた作品を顕彰

するものです。

今年度も、3枚の写真1組を1作品と

して、里山に代表される身近な森林の

中に暮らす動植物や森林づくり活動、

森林環境教育活動などの一瞬を切り撮

ったもので、単に映像の美しさにとど

まらず作品に込められたメッセージ性

も重要視して実施します。

２ 事業内容

(1)募集及び審査等

①募集期間

６月頃から全国規模で募集。

②公開審査

一次審査で選ばれた各グループの代

表が、応募作品について、審査員と一 【平成２２年度入選作品集】

般参加者に対して行う３分間スピーチを対象に審査。

③森林・里山・林業特別展示会
公開審査前後、審査会場にて作品の展示会を開催し、広く一般市民にＰＲを

実施。

(2)入選、応募作品の展示
森林管理局等での展示に加え、近畿農政局等と連携し、消費者の部屋や京都

中央郵便局等において入選・応募作品を展示。

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 指導普及課

担当：廣友

TEL ： 050-3160-6729
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「法人の森林」を活用した企業のＣＳＲ活動の支援
も り

近年、地球温暖化防止等の環境問題などを背景として、企業の社会的責任（ＣＳＲ）に

対する関心が高まっています。

このような中、企業のＣＳＲ活動の一環として、森林の整備や保全活動を通じて社会貢

献活動を展開したいとする企業の潜在的ニーズに応えるため、「法人の森林」制度を活用
も り

し、国有林のフィールドにおける「企業の森林づくり」への参加を積極的に支援していま

す。

◆法人の森林とは
も り

企業の皆様と国が共に森林を造成・育成し、伐採後の収益分け合う制度で、以下の

「分収育林」と「分収造林」の２つがあります。

・会社のホームページや環境報告書など環境問題に取組ん

でいる企業姿勢をアピール

・会社の名称、森林造成の趣旨などを掲げた看板の設置

・あずまや、ベンチなどの設置、遊歩道の整備

・記念行事としての植栽、下刈り等の作業体験、森林浴

・子ども達への森林環境教育のフィールドとしての活

用

問い合わせ先
[法人の森林を活用した森林整備] 近 畿 中 国 森 林 管 理 局

国 有 林 野 管 理 課
担当：分収林係
TEL 050-3160-6789

国有林において育てている途中の森林につい
て、持ち分の対価、保育管理の諸費用を企業の
皆様に負担していただき、樹木を共有して育て
る制度です。
○要件等
・面積：３ｈａ以上
・契約期間：概ね20～最長60年間まで
・経費：数百万円程度～
・対象とする森林：人工林18年生以上、天然林

国有林の土地に企業の皆様が費用を負担して
いただき造林、保育を行う制度です。

○要件等
・面積：１ｈａ以上
・契約期間：概ね50～最長80年間まで
・経費：１haあたり数百万円程度
・対象とする森林：伐採した跡地など




